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◎
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
八
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 
 

 
 

 

行 

 
 

 
 

（
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
五
条 

財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
適
用
実

態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

法
人
税
関
係
特
別
措
置
ご
と
の
高
額
適
用
法
人
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
適
用
額
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
法
人
税
関
係
特
別
措
置

の
適
用
額
に
つ
い
て
最
も
大
き
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場

合
に
お
け
る
第
一
順
位
か
ら
第
十
順
位
ま
で
に
該
当
す
る
各
適
用
額
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
高
額
適
用
額
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
適
用
額

が
記
載
さ
れ
た
適
用
額
明
細
書
を
提
出
し
た
法
人
を
い
う
。
）
の
報
告
書

用
法
人
コ
ー
ド
（
法
人
ご
と
に
当
該
法
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
付
さ
れ
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、

各
会
計
年
度
を
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
当
該
高
額
適

用
額
に
該
当
す
る
適
用
額
。
た
だ
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の

三
の
二
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
関
係
特
別
措
置
に
あ
っ
て
は
、
高
額
適
用

額
と
す
る
。 

三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

（
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
） 

第
五
条 

財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
適
用
実

態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

法
人
税
関
係
特
別
措
置
ご
と
の
高
額
適
用
額
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
適
用
額
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
法
人
税
関
係
特
別
措
置
の

適
用
額
に
つ
い
て
最
も
大
き
い
も
の
か
ら
順
次
そ
の
順
位
を
付
し
た
場
合

に
お
け
る
第
一
順
位
か
ら
第
十
順
位
ま
で
に
該
当
す
る
各
適
用
額
を
い

う
。
） 

       

三 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 
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